
（名称）

第１条 この会は、「介護者の健康管理を考える会」と称する。

（事務所）

第２条  本会の事務所は、いなべ市員弁町楚原435‐5に置く。

（目的）

第３条 本会は、介護者の健康管理についての活動を行うことにより、介護者家族の疲労や

不安・ストレスを軽減することを目的とする。

（活動内容）

第４条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動（事業）を実施

する。

　①肩こり・腰痛等の予防講習会等

　② アロマ講習会等

　③ヨガ、体操等講習会等

　④東洋医学の視点で介護者の健康管理を考える

　⑤ その他本会の目的を達成するために必要な事項

（会員の資格）

第５条 この会の会員は、次の２種類とする。

（１）正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。

（２）賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

（入会）

第６条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あて提出し、役員会の

承認を得るものとする。

（会費）

第7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

２ 会費は次の各号に掲げるとおりとする。

（１）正会員 　無料

（２）賛助会員　3000円/口

（退会）

第８条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

（役員）

第９条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長 １名

事務局長 １名

会計 １名

監査役 １名

（役員の職務）
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第10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

２ 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

３ 会計は、本会の出納事務を担当する。

４ 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

（役員の選任）

第11 条 会長、事務局長の選任は､会員から立候補及び推薦された者の中から総会

において選出する。

２ 事務局長は会長が指名する。

３ 会計は、事務局長（会長）が指名する。

４ 監査は、全会員の中から選出する。

（役員の任期）

第12 条 役員の任期は､２年とする。ただし、再任を妨げない。

（役員の解任）

第13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを

解任することができる。

① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

② その他解任に相当する事項が認められるとき。

（総会）

第１4 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年１回開催するものとする。

但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。

２ 総会は､次の各号に掲げる事項について審議し､決定する。

（１）会則、事業等の改廃

（２）事業計画並びに収支予算及び決算

（３）本会の解散

（４）役員の選任及び解任

（５）その他本会の運営に関し重要な事項

２ 本会の会議は、会長が召集する。

３ 総会の議長は、会長がこれに当たる。

４ 本会の会議は､２分の１以上の出席で成立し､出席者の過半数で決議する。

（運営〔役員〕会）

第１5 条 役員会は､会長、事務局長、会計をもって構成する。

２ 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決

　を要しない業務の執行に関し、議決する。

（事業報告書及び決算）

第１6 条 会長は、毎事業年度終了後３ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し

　監査を経て総会の承認を得なければならない、

（事業年度）

第１7 条 この会の事業年度は、１月１日から１２月３１日までとする。

（会計）

第１8条 本会の経費は、寄付、訪問マッサージ収益等をもって充てる。
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２ 本会の会計年度は、１月１日から１２月３１日までとする。

３ 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

４ 本会は、会員に対して１年に１回以上の会計報告を行う。

（会員資格の抹消）

第19条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会の議決を経て

　登録を抹消することができる。

① 会員との連絡が取れなくなった場合。

② １年以上､活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

（会則の変更）

第20 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の

　２分の１以上の賛成を必要とする。

（その他）

1 この会則は、平成　30年　1月　1日から施行する。
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